
城南衛生管理組合随意契約（特別指名）について、下記のとおり公表する。 

 

事 業 名 炉停止時点検整備業務委託 所管課 クリーン 21長谷山 

 

種別及び概要 
ごみ焼却工場の燃焼室壁面等に付着したクリンカの除去と焼却炉壁

面等の点検補修等を焼却炉停止時に行う業務 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

契約の相手方 

      住  所   大阪市住之江区南港北１丁目 7-89 

      名  称   日立造船（株） 

      代表者名   取締役社長 三野 禎男 

契約金額         燃焼装置点検整備（火格子８列分） 

             2,553,000円/回（税別） 

             足場仮設を伴う耐火物簡易補修整備 

             1,065,000円/回（税別） 

             燃焼装置簡易点検整備（火格子８列分） 

             980,000円/回（税別） 

             耐火物簡易補修整備 

             412,000円/回（税別） 

             燃焼室点検整備 

             370円/ｋｇ（税別） 

             産業廃棄物処分費（特別管理産業廃棄物を除く） 

             210円/ｋｇ（税別） 

             発生材分析費（ダイオキシン類総毒性等量、重金属溶出試験） 

             145,000円/検体（税別） 

契約種別         業務委託契約 

履行期間   自     令和 4年 4月 1日 

       至     令和 5年 3月 31日 

事業場所         クリーン 21長谷山 

契 約 日         令和 4年 4月 1日 

 


